
10月10日から日南線を観光列車「海幸山幸」が走行しています。
「木のおもちゃのようなリゾート列車」をお楽しみください。
※詳しくはＪＲ九州ホームページ等をご覧ください。

○運転日

平成21年11月21日（土）２２日（日）

○旅行代金（お一人さま）
熊本駅発着

片道：大人10,000円（こども8,000円）
往復：大人19,000円（こども17,000円）
※宿泊される方は別途手配いたします。

○募集人員各日9０名（最少催行人員6０名）
○ツアー代金に含まれるもの
往復JR代金・記念弁当・記念乗車証

※熊本駅より添乗員が同行いたします。
※座席、及び号車の希望はお受けできませんので予め

ご了承ください。

++++++++++++旅行行程++++++++++++

熊本駅

お申込みは「往復はがきのみ」といたします。

◎往信の裏面に①参加希望ツアー名、②代表者氏名（フリ
ガナ）・年齢・性別、③郵便番号・住所、④電話番号、⑤
携帯電話番号、⑥同乗者の氏名（フリガナ）・年齢・性別
を記入してください。

※乗車希望日は一通につき、一つに限らせていただきます。

※一通でのお申込みは最大４名さまに限らせていただきます。

◎返信の宛名面には返送先のご住所とお名前のみご記入くだ
さい。裏面は白紙のままでお願いします。

◎お申込みの締切10月31日 必着といたします。

◎お申込み者多数の場合は抽選とさせていただきます。当選
ハガキの返信を持って発表とさせて頂きます。

◎宛先 〒860-0047 熊本県熊本市春日3丁目15－1

ＪＲ九州旅行 熊本支店 リバイバルえびの 係迄

お問合せ ＪＲ九州旅行 熊本支店 ℡096-322-8461 営業時間（平日10：00～19：00）
（土、日、祝日 10：00～17：30）

吉松駅

宮崎駅都城駅

お申込み等詳しいお問合せはJR九州 熊本支社ホームページをご確認ください。

○ツアーのポイント
・キハ66・67系が初めて肥薩線で運行
※キハ65・58系ではありません。
・特別記念弁当・記念乗車証付
・21日は記念式典開催
・参加者限定記念サボ販売予定

11/21（土） リバイバルえびの（下り）

熊本駅

お申込みのご案内（要約）
この旅行は、九州旅客鉄道㈱(福岡市博多区博多駅前３丁目25-21号観光庁
長官登録旅行業第９６５号。以下「当社」といいます。)が主催する国内旅行で
あり、主催旅行約款の内容・条件は、各コースごとに記載されている条件のほ
か、下記条件及び当社「旅行業約款(主催旅行約款)」によります。
１．旅行のお申し込み方法及び契約について
(1)当社所定の旅行申込書を記入の上、下記のお申込金を添えてお申し込み
いただきます。お申込金は旅行代金取消料又は違約料のそれぞれ一部とし
て取り扱います。
(2)お客様との旅行契約については、お申込金をいただいた時に成立するもの
と致します。Ｚ
(3)当社は電話又はファクシミリによる旅行契約の予約のお申し込みを受け付
けることがあります。この場合、電話又はファクシミリによる予約のお申し込み
の翌日から起算して３日以内にお申込書とお申込金を提出していただきます
。この期間内にお申込書とお申込金を提出されない場合は、当社は予約がな
かったものとして取り扱います。この場合もお申込金をいただいた時に旅行契
約が成立したものと致します。
(4)お申込金（お一人様）

２．旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した輸送機関の運賃・料金（注釈のない限りエコノミークラス
）宿泊費、食事代取り扱い料金および消費税等の諸税
上記諸費用はお客様のご都合により、利用されなくても払い戻しは致しませ
ん。

旅行代金 1万円未満 1万円以上3万円未満 3万円以上6万円未満 6万円以上

お申込金 2,000円 5,000円 10,000円 20,000円

３．旅行代金に含まれないもの

前第4項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。

(1)行程に含まれていない交通費、食事代、個人的な諸費用（クリーニング代、電
話代等）及び自由行動中の費用。

(2)お客様ご自身の希望により生じる日程に含まれないその他の追加料金（見学
料、食事代、写真代、交通費等）。

(3)利用交通機関に対する超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分に
ついて)。

(4)希望者のみ参加されるオプショナルプラン(別途料金の小旅行)の代金。

(5)自宅から発着地までの交通費、宿泊費。

４．当社による旅行契約の解除及び催行中止について。

(1)お客様のご参加人数がパンフレットに記載しているコースの最少催行人員に
満たない場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。

この場合は、旅行開始の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前
（日帰り旅行は3日前まで）に旅行中止のご通知をし、お客様から当社が収受して
いる旅行代金（あるいはお申込金）全額を払い戻しいたします。

５．取消料（表1参照）

(1)旅行契約の成立後、お客様の都合で旅行を取り消される場合には旅行代金に
対してお一人様につき料率で取消料をいただきます。
(2)当社の責任とならない各種ローンの取り扱い上の事由に基づき、取り消される
場合も所定の取消料をお支払いいただきます。

６．添乗員の同行及び添乗サービスについて
(1)添乗員同行表示コースには、添乗員が同行いたします．添乗員の行うサービスの内容は、原則とし
て旅行条件に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。
旅行中は日程の円滑な実施と安全のため、添乗員の指示に従っていただきます。添乗員の業務は原
則として８時から２０時までとします。
(2)添乗員同行表示のないコースには添乗員は同行いたしません。
旅行に必要なクーポンをお渡しいたしますので手続きは、お客様にご自身で行っていただきます。
７．当社の責任及び免責事項
(1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えた時は、お客
様が被られた損害を賠償いたします。
(2)手荷物について生じた本項(1)の損害については損害発生の翌日から起算して１４日以内に当社に
対して通知があった時に限り、１人１５万円を限度として賠償いたします。
(3)お客様が次に例示するような事由により損害を被られた時は，上記の責任を負うものではありませ
ん。

①天災地変、気象条件、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。②運送
、宿泊機関の事故もしくは火災、又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
③官公署の命令、又は伝染病による隔離。④自由行動の中の事故。⑤食中毒。⑥盗難。⑦運輸機
関の遅延、不通又は、これらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮。
８．旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は平成21年2月１日を基準としています。又、旅行代金は平成20年2月１日現在の有効
な運賃・規則を基準として算出しています。

〇国内旅行損害保険加入のおすすめ
安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険をかけられることをお勧めいたします。
○旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則とし
て消費税が課せられます。

旅行契約の解除期日 取消料 取消料

●旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 宿泊付旅行

旅行代金の

２０％

旅行代金の

２０％

旅行代金の

３０％

旅行代金の

４０％

旅行代金の

５０％

旅行代金の

100％

日帰り旅行

①２０日目に当たる日以後の解除（②～⑥を除く） 無料

②１０日目に当たる日以後の解除（③～⑥を除く） 旅行代金の

２０％

③７日目に当たる日以後の解除（④～⑥を除く） 旅行代金の

３０％

④旅行開始日の前日の解除 旅行代金の

４０％

⑤旅行開始当日の解除 旅行代金の

５０％

⑥旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の

100％

旅行企画実施 観光庁長官登録旅行業第９６５号

（社）日本旅行業協会会員 総合旅行業務取扱管理者

九州旅客鉄道株式会社

ＪＲ九州旅行 熊本支店

〒860-0047 熊本市春日3-15-1 ℡ 096-322-8461

旅行業取扱責任者 砥綿 陽介

人吉駅

11/22（日） リバイバルえびの（上り）
宮崎駅 都城駅 吉松駅
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